
第９３号議案 

 

 

町田市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年(２０１６年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市市税条例等の一部を改正する条例 

（町田市市税条例の一部改正） 

第１条 町田市市税条例（昭和３６年１２月町田市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第９条各号列記以外の部分中「及び第２号」を「、第２号及び第５号」に、「当

該各号に掲げる」を「第１号から第４号までに定める期間並びに第５号及び第６号

に定める日までの」に改め、同条第２号中「第３８条第１項の申告書（法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）、」を削

り、「第１０２条第１項」の次に「の申告書」を加え、同条第３号中「第３８条第

１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削

り、「第１０２条第１項」の次に「の申告書」を加え、同条に次の２号を加える。 

（５）第３８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第

１９項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるものを除く。） 

 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日 

（６）第３８条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書

を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はそ

の日の翌日から１月を経過する日 

第３３条の見出し中「賦課後」を「賦課額」に改め、同条第１項中「規定によっ

て」を「規定により」に、「、若しくは」を「、又は」に、「においては、すでに」

を「には、既に第２３条第１号ただし書若しくは第２号又は」に、「次項」を「こ

の条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第２項中「次項」の次に「及び第

４項」を加え、同条第３項中「納税義務者が、」の次に「当該所得税についての調

査があったことにより」を加え、「変更し」を「変更し、」に、「第１項に」を「同

項に」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の

税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類す
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るものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき（国の税

務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類する

ものを含む。以下この項において「減額更正」という。）をしたことに基因して、

第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加

したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減額更正前に賦課した税

額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の額に相当

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次

に掲げる期間（令第４８条の９の９第４項各号に掲げる市民税にあっては、第１

号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

（１）第３０条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る

納税通知書が発せられた日までの期間 

（２）当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日（当

該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税

通知書が発せられた日までの期間 

第３８条第３項及び第４項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」

を「場合において、」に改め、同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、

第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下こ

の項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告

書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するま
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での部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項若しくは第３

項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民

税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

（１）当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が当

該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日から

当該減額更正の通知をした日までの期間 

（２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの（法

人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税

に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、当該減額

更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修

正申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合に

おいて、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告

書の提出期限）までの期間 

第３９条第２項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとする。

なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第３項中「の申告書」

を「に規定する申告書」に、「場合にあっては」を「場合には」に改め、「受けたこ

と」の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下こ

の項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告

書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額
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（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するま

での部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市民税又は令

第４８条の１５の５第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に

限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

（１）当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が当

該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日から

当該減額更正の通知をした日までの期間 

（２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの（法

人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税

に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、当該減額

更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修

正申告書に係る更正の通知をした日までの期間 

第４０条第２項各号列記以外の部分中「によって」を「により」に改め、同項第

１号を次のように改める。 

（１）納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人にあっては、名称、事務所又は事

業所の所在地及び法人番号（法人番号を有しない者にあっては、名称及び事務

所又は事業所の所在地）） 

第４７条中「から第５号まで」を削り、「又は第１２号」を「、第１２号又は第

１６号」に改める。 

第５１条の２第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第１号中「及

び個人番号」の次に「（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）」を加え、「以

下同じ」を「以下固定資産税について同じ」に改める。 

第６９条各号列記以外の部分中「軽自動車税の税率は、」を削り、「対し」を「対

して課する軽自動車税の税率は」に、「、当該」を「当該」に改め、同条第１号ア
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中「年額 ２，０００円」を「年額２，０００円」に改め、同号イ中「二輪」を「２

輪」に、「年額 ２，０００円」を「年額２，０００円」に改め、同号ウ中「二輪」

を「２輪」に、「年額 ２，４００円」を「年額２，４００円」に改め、同号エ中

「三輪」を「３輪」に、「年額 ３，７００円」を「年額３，７００円」に改め、

同条第２号ア及びイを次のように改める。 

ア 軽自動車 

（ア）２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額３，６００円 

（イ）３輪のもの 年額３，９００円 

（ウ）４輪以上のもので乗用のもの 

ａ 営業用 年額６，９００円 

ｂ 自家用 年額１０，８００円 

（エ）４輪以上のもので貨物用のもの 

ａ 営業用 年額３，８００円 

ｂ 自家用 年額５，０００円 

（オ）専ら雪上を走行するもの 年額３，６００円 

イ 小型特殊自動車 

（ア）農耕作業用のもの 年額２，４００円 

（イ）その他のもの 年額５，９００円 

第６９条第３号中「二輪」を「２輪」に、「年額 ６，０００円」を「年額６，

０００円」に改める。 

第１０２条の３第２項各号列記以外の部分中「によって」を「により」に改め、

同項第１号中「個人番号又は」を削り、「法人番号」の次に「（法人番号を有しない

者にあっては、住所及び氏名又は名称）」を加え、同条第３項中「によって」を「に

より」に改める。 

第１２６条第１項各号列記以外の部分中「解散」を「解散し、」に改め、同項第

１号中「個人番号又は」を削り、「法人番号」の次に「（法人番号を有しない者にあ
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っては、住所及び氏名又は名称。以下事業所税について同じ。）」を加え、同条第２

項第１号中「個人番号又は」を削り、同項第３号中「１むね」を「１棟」に改め、

同条第３項中「によって」を「により」に、「その旨」を「、その旨」に改める。 

第１２８条第１項各号列記以外の部分中「もののうち市長」を「場合」に、「も

のに」を「者に」に改め、同項第２号中「規定する」を「掲げる」に改め、同条第

２項各号列記以外の部分中「によって」を「により」に改め、同項第１号中「個人

番号又は」を削り、同条第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第４条を次のように改める。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第４条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第１８条の規定による控

除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第

１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係

る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。 

附則第１４条第１項中「三輪」を「３輪」に、「初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定する」に改め、「左

欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ８，２００円 

第２号ア（ウ）ｂ １０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（エ）ａ ３，８００円 ４，５００円 

第２号ア（エ）ｂ ５，０００円 ６，０００円 

附則第１４条第２項中「規定する三輪」を「掲げる３輪」に、「平成２７年４月

１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改
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め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円 

第２号ア（ウ）ｂ １０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（エ）ａ ３，８００円 １，０００円 

第２号ア（エ）ｂ ５，０００円 １，３００円 

附則第１４条第３項中「規定する三輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃

料として用いるものに限る。次項において同じ。）」を「掲げる法第４４６条第１項

第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自

動車」という。）のうち３輪以上のもの」に、「軽自動車が平成２７年４月１日から

平成２８年３月３１日まで」を「ガソリン軽自動車が平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年

度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように

改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ３，５００円 

第２号ア（ウ）ｂ １０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（エ）ａ ３，８００円 １，９００円 

第２号ア（エ）ｂ ５，０００円 ２，５００円 

附則第１４条第４項中「規定する三輪以上の軽自動車」を「掲げるガソリン軽自

動車のうち３輪以上のもの」に、「軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年

３月３１日まで」を「ガソリン軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改

め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，２００円 
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第２号ア（ウ）ｂ １０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（エ）ａ ３，８００円 ２，９００円 

第２号ア（エ）ｂ ５，０００円 ３，８００円 

附則第１６条の４第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第

２項第１号中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の５第１項」に改め、

同項第２号中「、附則第５条第１項、附則第５条の３第１項及び附則第５条の３の

２第１項」を「並びに附則第５条第１項、第５条の３第１項及び第５条の３の２第

１項」に、「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の５第１項」に改め、同

項第３号中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の５第１項」に、「租税

条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係

る雑所得等の金額」を「特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第

４号中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１６条の５第１項」に改め、同条第

３項中「第１６条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」

に改め、同条第５項第１号中「附則第１６条の４第３項」を「附則第１６条の５第

３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第５条第１項、附則第５条の３第１項及

び附則第５条の３の２第１項」を「並びに附則第５条第１項、第５条の３第１項及

び第５条の３の２第１項」に、「附則第１６条の４第３項」を「附則第１６条の５

第３項後段」に改め、「、第２２条の３第１項中「第１６条第４項」とあるのは「附

則第１６条の４第４項」と」を削り、同項第３号中「附則第１６条の４第３項」を

「附則第１６条の５第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号）」に、「の金額又は」を「の金額若しくは」に改め、同項第４号中「附

則第１６条の４第３項」を「附則第１６条の５第３項後段」に改め、同条第６項中

「附則第１６条の４第３項」を「附則第１６条の５第３項前段」に改め、同条を附

則第１６条の５とし、附則第１６条の３の次に次の１条を加える。 
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（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１６条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項、第１２条第

５項又は第１６条第２項に規定する特例適用利子等については、第１６条及び第

１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及び第１

６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以

下この項において「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の

額（次項第１号の規定により読み替えられた第１８条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する

市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第１６条の４第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。 

（２）第２１条から第２２条の２まで、第２２条の３第１項並びに附則第５条第１

項、第５条の３第１項及び第５条の３の２第１項の規定の適用については、第

２１条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第２２条第１項前段、第２２条の２、

第２２条の３第１項並びに附則第５条第１項、第５条の３第１項及び第５条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の

４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２２条第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）第２３条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第１６条の４第１項に規定する特例適用利子
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等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若し

くは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及び

第１５条第１４項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係

る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５条第

１５項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当

所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条第１７

項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得

の金額若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１

８項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑

所得等の金額」とする。 

（４）附則第３条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の４第１項に規定する特例適用利

子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条

第４項、第１２条第６項又は第１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項に

おいて「特例適用配当等」という。）については、第１６条第３項及び第４項の

規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及

び第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等

所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及び

第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額

（以下この項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当

等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第１８条の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相

当する市民税の所得割を課する。 
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４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の第２５条第１項の規定による申告書（その提出期限までに提出さ

れたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたものに限り、その時までに提出された第２６条第１項に規定する確

定申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があると

き（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第１６条の４第３項後段に規定する特例適用配当等の額」とす

る。 

（２）第２１条から第２２条の２まで、第２２条の３第１項並びに附則第５条第１

項、第５条の３第１項及び第５条の３の２第１項の規定の適用については、第

２１条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第２２条第１項前段、第２２条の

２、第２２条の３第１項並びに附則第５条第１項、第５条の３第１項及び第５

条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６

条の４第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第２２条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第３項後段の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）第２３条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第１６条の４第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０

項及び第１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特
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定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

（４）附則第３条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の４第３項後段に規定する特例適

用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１６条の４第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（町田市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 町田市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年１０月町田市条例第２

８号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「三輪」を「３輪」に改め、「新条例第６９条及び新条例」を「町

田市市税条例第６９条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、

同条の表を次のように改める。 

第６９条第２号ア（イ） ３，９００円 ３，１００円 

第６９条第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，５００円 

第６９条第２号ア（ウ）ｂ １０，８００円 ７，２００円 

第６９条第２号ア（エ）ａ ３，８００円 ３，０００円 

第６９条第２号ア（エ）ｂ ５，０００円 ４，０００円 

附則第１４条第１項 第６９条 町田市市税条例等の一部

を改正する条例（平成２

６年１０月町田市条例第

２８号。以下この条にお

いて「平成２６年改正条

例」という。）附則第６条

の規定により読み替えて

適用される第６９条 

附則第１４条第１項の表

第２号ア（イ）の項 

第２号ア（イ） 平成２６年改正条例附則

第６条の規定により読み
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替えて適用される第６９

条第２号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１４条第１項の表

第２号ア（ウ）ａの項 

第２号ア（ウ）ａ 平成２６年改正条例附則

第６条の規定により読み

替えて適用される第６９

条第２号ア（ウ）ａ 

６，９００円 ５，５００円 

附則第１４条第１項の表

第２号ア（ウ）ｂの項 

第２号ア（ウ）ｂ 平成２６年改正条例附則

第６条の規定により読み

替えて適用される第６９

条第２号ア（ウ）ｂ 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１４条第１項の表

第２号ア（エ）ａの項 

第２号ア（エ）ａ 平成２６年改正条例附則

第６条の規定により読み

替えて適用される第６９

条第２号ア（エ）ａ 

３，８００円 ３，０００円 

附則第１４条第１項の表

第２号ア（エ）ｂの項 

第２号ア（エ）ｂ 平成２６年改正条例附則

第６条の規定により読み

替えて適用される第６９

条第２号ア（エ）ｂ 

５，０００円 ４，０００円 

（町田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 町田市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年１０月町田市条例第４０

号）の一部を次のように改正する。 
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附則第４条第７項中「、新条例」を「、町田市市税条例」に、「新条例の」を「同

条例の」に改め、同項の表第９条第３号の項中「第３８条第１項の申告書（法第３

２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中町田市市税条例第４７条の改正規定 公布の日 

（２）第１条中町田市市税条例第６９条の改正規定及び同条例附則第１４条の改正規

定並びに第２条の規定 平成２９年４月１日 

（３）第１条中町田市市税条例附則第４条の改正規定及び次条第３項の規定 平成３

０年１月１日 

（経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の町田市市税条例（以下「新条例」という。）第３

３条第４項の規定は、この条例の施行の日以後に同条第２項に規定する納期限が到

来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。 

２ 新条例第３８条第５項及び第３９条第４項の規定は、この条例の施行の日以後に

新条例第３８条第３項又は第３９条第２項に規定する納期限が到来する法人の市

民税に係る延滞金について適用する。 

３ 新条例附則第４条の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について

適用する。 

４ 新条例附則第１６条の４の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項、第１２条第５項若しくは第１６条第２項

に規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項、第１２条第６項若しくは第１６

条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納

入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納

入金に係る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、第３０

条、第３６条、第３６条の２若しくは第３６

条の５（第４１条の７の２において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）、

第３７条の４第１項（第３７条の５第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）、第３８条第１項（法第３２１

条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る

部分を除く。）、第４１条の７、第５５条、

第７０条第２項、第８４条第１項若しくは第

２項、第８８条第２項、第１０２条第１項、

第１０８条第３項又は第１２０条第１項若し

くは第２項に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合において

は、当該税額又は納入金額にその納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された

納期限とする。以下第１号、第２号及び第５

号において同じ。）の翌日から納付又は納入

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パ

ーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに定める期間並び

に第５号及び第６号に定める日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付書によって納付し、又は納入書によ

って納入しなければならない。 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、第３０

条、第３６条、第３６条の２若しくは第３６

条の５（第４１条の７の２において準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）、

第３７条の４第１項（第３７条の５第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）、第３８条第１項（法第３２１

条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る

部分を除く。）、第４１条の７、第５５条、

第７０条第２項、第８４条第１項若しくは第

２項、第８８条第２項、第１０２条第１項、

第１０８条第３項又は第１２０条第１項若し

くは第２項に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合において

は、当該税額又は納入金額にその納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された

納期限とする。以下第１号及び第２号におい

て同じ。）の翌日から納付又は納入の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該

各号に掲げる期間については、年７．３パー

セント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなければなら

ない。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 第８４条第１項若しくは第２項の申

告書、第１０２条第１項の申告書又は第１

２０条第１項若しくは第２項の申告書に係

る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当

該税額に係る納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間 

（２） 第３８条第１項の申告書（法第３２

１条の８第１項、第２項、第４項又は第１

９項の規定による申告書に限る。）、第８

４条第１項若しくは第２項の申告書、第１

０２条第１項又は第１２０条第１項若しく

は第２項の申告書に係る税額（第４号に掲

げる税額を除く。） 当該税額に係る納期

限の翌日から１月を経過する日までの期間 

（３） 第８４条第１項若しくは第２項の申 （３） 第３８条第１項の申告書（法第３２
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

告書、第１０２条第１項の申告書又は第１

２０条第１項若しくは第２項の申告書でそ

の提出期限後に提出したものに係る税額 

当該提出した日までの期間又はその日の翌

日から１月を経過する日までの期間 

１条の８第２２項及び第２３項の申告書を

除く。）、第８４条第１項若しくは第２項

の申告書、第１０２条第１項又は第１２０

条第１項若しくは第２項の申告書でその提

出期限後に提出したものに係る税額 当該

提出した日までの期間又はその日の翌日か

ら１月を経過する日までの期間 

（４） 略 （４） 略 

（５） 第３８条第１項の申告書（法第３２

１条の８第１項、第２項、第４項又は第１

９項の規定による申告書に限る。）に係る

税額（次号に掲げるものを除く。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過す

る日 

 

（６） 第３８条第１項の申告書（法第３２

１条の８第２２項及び第２３項の申告書を

除く。）でその提出期限後に提出したもの

に係る税額 当該提出した日又はその日の

翌日から１月を経過する日 

 

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変

更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収） 

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課後の変

更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収） 

第３３条 普通徴収の方法によって徴収する個

人の市民税について所得税の納税義務者が提

出した修正申告書又は国の税務官署がした所

得税の更正若しくは決定に関する書類を法第

３２５条の規定により閲覧し、その賦課した

税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場

合には、既に第２３条第１号ただし書若しく

は第２号又は第２４条の規定を適用して個人

の市民税を賦課していた場合を除くほか、直

ちに変更による不足税額又は賦課されるべき

であった税額のうちその決定があった日まで

の納期に係る分（以下この条において「不足

税額」という。）を追徴する。 

第３３条 普通徴収の方法によって徴収する個

人の市民税について所得税の納税義務者が提

出した修正申告書又は国の税務官署がした所

得税の更正若しくは決定に関する書類を法第

３２５条の規定によって閲覧し、その賦課し

た税額を変更し、若しくは賦課する必要を認

めた場合においては、すでに第２４条の規定

を適用して個人の市民税を賦課していた場合

を除くほか、直ちに変更による不足税額又は

賦課されるべきであった税額のうちその決定

があった日までの納期に係る分（以下次項に

おいて「不足税額」と総称する。）を追徴す

る。 

２ 前項の場合においては、不足税額をその決

定があった日までの納期の数で除して得た額

に第３０条の各納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。次

２ 前項の場合においては、不足税額をその決

定があった日までの納期の数で除して得た額

に第３０条の各納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。次
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

項及び第４項において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６

パーセント（当該不足税額に係る納税通知書

において納付すべきこととされる日までの期

間又はその日の翌日から１月を経過する日ま

での期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して徴収する。 

項において同じ。）の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（当該不足税額に係る納税通知書において納

付すべきこととされる日までの期間又はその

日の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して徴収する。 

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りそ

の他不正の行為により所得税を免れ、又は所

得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、

当該所得税についての調査があったことによ

り当該所得税について更正があるべきことを

予知して提出した当該申告書及び所得税の納

税義務者が所得税の決定を受けた後に提出し

た当該申告書を除く。）を提出し、又は国の

税務官署が所得税の更正（偽りその他不正の

行為により所得税を免れ、又は所得税の還付

を受けた所得税の納税義務者についてされた

当該所得税に係る更正及び所得税の決定があ

った後にされた当該所得税に係る更正を除

く。）をしたことに基因して、第３０条の各

納期限から１年を経過する日後に第１項の規

定によりその賦課した税額を変更し、又は賦

課した場合には、当該１年を経過する日の翌

日から同項に規定する不足税額に係る納税通

知書が発せられた日までの期間は、前項に規

定する期間から控除する。 

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りそ

の他不正の行為により所得税を免れ、又は所

得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、

当該所得税について更正があるべきことを予

知して提出した当該申告書及び所得税の納税

義務者が所得税の決定を受けた後に提出した

当該申告書を除く。）を提出し、又は国の税

務官署が所得税の更正（偽りその他不正の行

為により所得税を免れ、又は所得税の還付を

受けた所得税の納税義務者についてされた当

該所得税に係る更正及び所得税の決定があっ

た後にされた当該所得税に係る更正を除く。）

をしたことに基因して、第３０条の各納期限

から１年を経過する日後に第１項の規定によ

りその賦課した税額を変更し又は賦課した場

合には、当該１年を経過する日の翌日から第

１項に規定する不足税額に係る納税通知書が

発せられた日までの期間は、前項に規定する

期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務

者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署

が所得税の更正（納付すべき税額を増加させ

るものに限り、これに類するものを含む。以

下この項において「増額更正」という。）を

したとき（国の税務官署が所得税の更正（納

付すべき税額を減少させるものに限り、これ

に類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）をしたことに基因して、

第１項の規定によりその賦課した税額が減少
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

した後に、その賦課した税額が増加したとき

に限る。）は、その追徴すべき不足税額（当

該減額更正前に賦課した税額から当該減額更

正に基因して変更した税額を控除した金額

（還付金の額に相当する税額を含む。）に達

するまでの部分に相当する税額に限る。）に

ついては、次に掲げる期間（令第４８条の９

の９第４項各号に掲げる市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計

算の基礎となる期間から控除する。 

（１） 第３０条の各納期限の翌日から当該

減額更正に基因して変更した税額に係る納

税通知書が発せられた日までの期間 

 

（２） 当該減額更正に基因して変更した税

額に係る納税通知書が発せられた日（当該

減額更正が更正の請求に基づくものである

場合には、同日の翌日から起算して１年を

経過する日）の翌日から増額更正に基因し

て変更した税額に係る納税通知書が発せら

れた日までの期間 

 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第３８条 略 第３８条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告

書（同条第２１項の規定による申告書を含む。

以下この項において同じ。）に係る税金を納

付する場合においては、当該税金に係る同条

第１項、第２項、第４項又は第１９項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限とする。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．

６パーセント（申告書を提出した日（同条第

２３項の規定の適用がある場合において、当

該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該提出期限）までの期間又はその期間

の末日の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加

３ 法第３２１条の８第２２項の申告書（同条

第２１項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する

場合においては、当該税金に係る同条第１項、

第２項、第４項又は第１９項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納

期限とする。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パー

セント（申告書を提出した日（同条第２３項

の規定の適用がある場合で当該申告書がその

提出期限前に提出されたときは、当該提出期

限）までの期間又はその期間の末日の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については、

年７．３パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金を加算して施行規則
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

算して施行規則第２２号の４様式による納付

書によって納付しなければならない。 

第２２号の４様式による納付書によって納付

しなければならない。 

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条

の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に

規定する申告書を提出した日（当該申告書が

その提出期限前に提出された場合には、当該

申告書の提出期限）の翌日から１年を経過す

る日後に同条第２２項に規定する申告書を提

出したときは、詐偽その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第

１項又は第３項の規定による更正があるべき

ことを予知して当該申告書を提出した場合を

除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

申告書を提出した日（法第３２１条の８第２

３項の規定の適用がある場合において、当該

申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該申告書の提出期限）までの期間は、

延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条

の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の

申告書を提出した日（当該申告書がその提出

期限前に提出された場合には、当該申告書の

提出期限）の翌日から１年を経過する日後に

同条第２２項の申告書を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の

規定による更正があるべきことを予知して当

該申告書を提出した場合を除き、当該１年を

経過する日の翌日から当該申告書を提出した

日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用

がある場合で当該申告書がその提出期限前に

提出されたときは、当該申告書の提出期限）

までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期

間から控除する。 

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８

第２２項に規定する申告書（以下この項にお

いて「修正申告書」という。）の提出があっ

たとき（当該修正申告書に係る市民税につい

て同条第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき

税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の

提出により納付すべき税額（当該当初申告書

に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に

限る。）については、次に掲げる期間（詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人

が法第３２１条の１１第１項若しくは第３項

の規定による更正があるべきことを予知して
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

提出した修正申告書に係る市民税又は令第４

８条の１６の２第３項に規定する市民税にあ

っては、第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

（１） 当該当初申告書の提出により納付す

べき税額の納付があった日（その日が当該

申告に係る市民税の納期限より前である場

合には、当該納期限）の翌日から当該減額

更正の通知をした日までの期間 

 

（２） 当該減額更正の通知をした日（当該

減額更正が、更正の請求に基づくもの（法

人税に係る更正によるものを除く。）であ

る場合又は法人税に係る更正（法人税に係

る更正の請求に基づくものに限る。）によ

るものである場合には、当該減額更正の通

知をした日の翌日から起算して１年を経過

する日）の翌日から当該修正申告書を提出

した日（法第３２１条の８第２３項の規定

の適用がある場合において、当該修正申告

書がその提出期限前に提出されたときは、

当該修正申告書の提出期限）までの期間 

 

６ 略 ５ 略 

７ 略 ６ 略 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

第３９条 略 第３９条 略 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法

第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は

第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付

に係る法人税割に係る不足税額がある場合に

は、同条第１項、第２項又は第４項の納期限

とし、納期限の延長があった場合には、その

延長された納期限とする。）の翌日から納付

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パ

ーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント）の割合

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

２ 前項の場合においては、その不足税額に法

第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は

第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付

に係る法人税割に係る不足税額についても同

条第１項、第２項又は第４項の納期限による

ものとする。なお、納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（前項の納期限までの期

間又は当該納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

加算して納付しなければならない。 延滞金額を加算して納付しなければならな

い。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正の通知を

した日が、法第３２１条の８第１項、第２項、

第４項又は第１９項に規定する申告書を提出

した日（当該申告書がその提出期限前に提出

された場合には、当該申告書の提出期限）の

翌日から１年を経過する日後であるときは、

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた

場合を除き、当該１年を経過する日の翌日か

ら当該通知をした日（法人税に係る修正申告

書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは

決定がされたこと（同条第２項又は第４項に

規定する申告書を提出すべき法人が連結子法

人の場合には、当該連結子法人との間に連結

完全支配関係がある連結親法人（法人税法第

２条第１２号の６の７に規定する連結親法人

をいう。以下この項において同じ。）若しく

は連結完全支配関係があった連結親法人が法

人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税

に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項

第２号において同じ。）による更正に係るも

のにあっては、当該修正申告書を提出した日

又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知

をした日）までの期間は、延滞金の計算の基

礎となる期間から控除する。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正の通知を

した日が、法第３２１条の８第１項、第２項、

第４項又は第１９項の申告書を提出した日

（当該申告書がその提出期限前に提出された

場合には、当該申告書の提出期限）の翌日か

ら１年を経過する日後であるときは、詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた場合を

除き、当該１年を経過する日の翌日から当該

通知をした日（法人税に係る修正申告書を提

出し、又は法人税に係る更正若しくは決定が

されたこと（同条第２項又は第４項の申告書

を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっ

ては、当該連結子法人との間に連結完全支配

関係がある連結親法人（法人税法第２条第１

２号の６の７に規定する連結親法人をいう。

以下この項において同じ。）若しくは連結完

全支配関係があった連結親法人が法人税に係

る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定を受けたこと）による更正に

係るものにあっては、当該修正申告書を提出

した日又は国の税務官署が更正若しくは決定

の通知をした日）までの期間は、延滞金の計

算の基礎となる期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８

第２２項に規定する申告書（以下この項にお

いて「修正申告書」という。）の提出があっ

たとき（当該修正申告書に係る市民税につい

て同条第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき

税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該修正申告書が提出
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

されたときに限る。）は、当該修正申告書の

提出により納付すべき税額（当該当初申告書

に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に

限る。）については、次に掲げる期間（詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人

が提出した修正申告書に係る市民税又は令第

４８条の１５の５第３項に規定する市民税に

あっては、第１号に掲げる期間に限る。）を

延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

（１） 当該当初申告書の提出により納付す

べき税額の納付があった日（その日が当該

申告に係る市民税の納期限より前である場

合には、当該納期限）の翌日から当該減額

更正の通知をした日までの期間 

 

（２） 当該減額更正の通知をした日（当該

減額更正が、更正の請求に基づくもの（法

人税に係る更正によるものを除く。）であ

る場合又は法人税に係る更正（法人税に係

る更正の請求に基づくものに限る。）によ

るものである場合には、当該減額更正の通

知をした日の翌日から起算して１年を経過

する日）の翌日から当該修正申告書に係る

更正の通知をした日までの期間 

 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第４０条 略 第４０条 略 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けよう

とする者は、第１期分の納期限内に次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、第１期分の

納期限経過後に申請のあったものについて

は、その後に到来する納期限に係る分からこ

れを適用する。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けよ

うとする者は、第１期分の納期限内に次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。ただし、第１期分

の納期限経過後に申請のあったものについて

は、その後に到来する納期限に係る分からこ

れを適用する。 

（１） 納税義務者の氏名及び住所又は居所

（法人にあっては、名称、事務所又は事業

所の所在地及び法人番号（法人番号を有し

（１） 納税義務者の氏名又は名称、住所若

しくは居所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び個人番号（行政手続における特定
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

ない者にあっては、名称及び事務所又は事

業所の所在地）） 

の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下同じ。）又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあって

は、氏名又は名称及び住所若しくは居所又

は事務所若しくは事業所の所在地） 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

３ 略 ３ 略 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けな

くなった固定資産の所有者がすべき申告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けな

くなった固定資産の所有者がすべき申告） 

第４７条 法第３４８条第２項第３号、第９号

から第１０号の１０まで、第１１号の３から

第１１号の５まで、第１２号又は第１６号に

規定する固定資産として同項本文の規定の適

用を受けていた固定資産について、当該各号

に掲げる用途に供しないこととなった場合又

は有料で使用させることとなった場合におい

ては、当該固定資産の所有者は、その旨を直

ちに市長に申告しなければならない。 

第４７条 法第３４８条第２項第３号から第５

号まで、第９号から第１０号の１０まで、第

１１号の３から第１１号の５まで又は第１２

号に規定する固定資産として同項本文の規定

の適用を受けていた固定資産について、当該

各号に掲げる用途に供しないこととなった場

合又は有料で使用させることとなった場合に

おいては、当該固定資産の所有者は、その旨

を直ちに市長に申告しなければならない。 

（施行規則第１５条の３第２項の規定による

補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第２項の規定による

補正の方法の申出） 

第５１条の２ 施行規則第１５条の３第２項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に

係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日ま

でに次に掲げる事項を記載した申出書を市長

に提出して行わなければならない。 

第５１条の２ 施行規則第１５条の３第２項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に

係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第

２条第５項に規定する個人番号をいう。以

下同じ。）（当該書類を提出する者の個人

番号に限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称。以下固定資産税について同じ。） 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個

人番号（当該書類を提出する者の個人番号

に限る。以下固定資産税について同じ。）

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称。以下同じ。） 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

２ 略 ２ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（軽自動車税の税率） （軽自動車税の税率） 

第６９条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する軽自動車税の税率は、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第６９条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲

げる軽自動車等に対し、１台について、それ

ぞれ、当該各号に定める額とする。 

（１） 原動機付自転車 （１） 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワット以下

のもの（エに掲げるものを除く。） 年

額２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワット以下

のもの（エに掲げるものを除く。） 年

額 ２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リ

ットルを超え０．０９リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワットを超

え０．８キロワット以下のもの 年額２，

０００円 

イ 二輪のもので、総排気量が０．０５リ

ットルを超え０．０９リットル以下のも

の又は定格出力が０．６キロワットを超

え０．８キロワット以下のもの 年額 

２，０００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．０９リ

ットルを超えるもの又は定格出力が０．

８キロワットを超えるもの 年額２，４

００円 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．０９リ

ットルを超えるもの又は定格出力が０．

８キロワットを超えるもの 年額 ２，

４００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあっ

ては、その輪距のうち最大のもの）が０．

５メートル以下であるもの及び側面が構

造上解放されている車室を備え、かつ、

輪距が０．５メートル以下の３輪のもの

を除く。）で、総排気量が０．０２リッ

トルを超えるもの又は定格出力が０．２

５キロワットを超えるもの 年額３，７

００円 

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあっ

ては、その輪距のうち最大のもの）が０．

５メートル以下であるもの及び側面が構

造上解放されている車室を備え、かつ、

輪距が０．５メートル以下の三輪のもの

を除く。）で、総排気量が０．０２リッ

トルを超えるもの又は定格出力が０．２

５キロワットを超えるもの 年額 ３，

７００円 

（２） 軽自動車及び小型特殊自動車 （２） 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 ア 軽自動車 

（ア） ２輪のもの（側車付のものを含

む。） 年額３，６００円 

二輪のもの（側車付のものを含む。） 年

額 ３，６００円 

（イ） ３輪のもの 年額３，９００円 三輪のもの 年額 ３，９００円 

（ウ） ４輪以上のもので乗用のもの 四輪以上のもの 

 乗用のもの 

a 営業用 年額６，９００円 営業用 年額 ６，９００円 

b 自家用 年額１０，８００円 自家用 年額 １０，８００円 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（エ） ４輪以上のもので貨物用のもの 貨物用のもの 

a 営業用 年額３，８００円 営業用 年額 ３，８００円 

b 自家用 年額５，０００円 自家用 年額 ５，０００円 

（オ） 専ら雪上を走行するもの 年額

３，６００円 

専ら雪上を走行するもの 年額 ３，

６００円 

イ 小型特殊自動車 イ 小型特殊自動車 

（ア） 農耕作業用のもの 年額２，４

００円 

農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

（イ） その他のもの 年額５，９００

円 

その他のもの 年額 ５，９００円 

（３） ２輪の小型自動車 年額６，０００

円 

（３） 二輪の小型自動車 年額 ６，００

０円 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１０２条の３ 略 第１０２条の３ 略 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限内に、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免

を受けようとする者は、納期限内に、次に掲

げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び法人番号（法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称） 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及

び個人番号又は法人番号 

（２）・（３） 略 （２）・（３） 略 

３ 第１項の規定により特別土地保有税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合には、

直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

３ 第１項の規定によって特別土地保有税の減

免を受けた者は、その事由が消滅した場合に

は、直ちにその旨を市長に申告しなければな

らない。 

（事業所税の賦課徴収に関する申告義務） （事業所税の賦課徴収に関する申告義務） 

第１２６条 市内において事業所等を新設し、

又は廃止した者（法第７０１条の３４第１項

に規定する法人及び同条第２項に規定する公

益法人等又は人格のない社団等で収益事業を

行わないもの並びに事業年度の中途において

解散し、若しくは合併した法人又は年の中途

において事業を廃止した個人で第１２０条第

１項又は第２項の規定により事業所税を申告

納付すべきものを除く。）は、その新設又は

第１２６条 市内において事業所等を新設し、

又は廃止した者（法第７０１条の３４第１項

に規定する法人及び同条第２項に規定する公

益法人等又は人格のない社団等で収益事業を

行わないもの並びに事業年度の中途において

解散若しくは合併した法人又は年の中途にお

いて事業を廃止した個人で第１２０条第１項

又は第２項の規定により事業所税を申告納付

すべきものを除く。）は、その新設又は廃止
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

廃止の日から１月以内に、次に掲げる事項を

市長に申告しなければならない。 

の日から１月以内に、次に掲げる事項を市長

に申告しなければならない。 

（１） 住所、氏名又は名称及び法人番号（法

人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称。以下事業所税について同

じ。） 

（１） 住所、氏名又は名称及び個人番号又

は法人番号 

（２）～（５） 略 （２）～（５） 略 

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸

付けを行う者は、新たに貸付けを行うことと

なった事業所用家屋に関し、当該貸付けを行

った日から２月以内に、次に掲げる事項を市

長に申告しなければならない。 

２ 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸

付けを行う者は、新たに貸付けを行うことと

なった事業所用家屋に関し、当該貸付けを行

った日から２月以内に、次に掲げる事項を市

長に申告しなければならない。 

（１） 貸付けを行う者の住所、氏名又は名

称及び法人番号 

（１） 貸付けを行う者の住所、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号 

（２） 略 （２） 略 

（３） 事業所用家屋に係る１棟の床面積（当

該事業所用家屋が区分所有に係るものにあ

っては、専有部分及び共用部分の床面積） 

（３） 事業所用家屋に係る１むねの床面積

（当該事業所用家屋が区分所有に係るもの

にあっては、専有部分及び共用部分の床面

積） 

（４）・（５） 略 （４）・（５） 略 

３ 前項の規定により申告をした事項に異動が

生じた場合においては、その異動が生じた日

から１月以内に、その旨その他必要な事項を

市長に申告しなければならない。 

３ 前項の規定によって申告をした事項に異動

が生じた場合においては、その異動が生じた

日から１月以内にその旨その他必要な事項を

市長に申告しなければならない。 

（事業所税の減免） （事業所税の減免） 

第１２８条 市長は、次の各号のいずれかに該

当する場合において必要があると認める者に

ついては、事業所税を減免する。 

第１２８条 市長は、次の各号のいずれかに該

当するもののうち市長において必要があると

認めるものについては、事業所税を減免する。 

（１） 略 （１） 略 

（２） 前号に掲げるもののほか、特別の事

由がある場合 

（２） 前号に規定するもののほか、特別の

事由がある場合 

２ 前項の規定により事業所税の減免を受けよ

うとする者は、納期限内に、次に掲げる事項

を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定によって事業所税の減免を受け

ようとする者は、納期限内に、次に掲げる事

項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及 （１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

び法人番号 び個人番号又は法人番号 

（２）～（４） 略 （２）～（４） 略 

３ 第１項の規定により事業所税の減免を受け

た者は、その事由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

３ 第１項の規定によって事業所税の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合において

は、直ちにその旨を市長に申告しなければな

らない。 

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合

の医療費控除の特例） 

 

第４条 平成３０年度から平成３４年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４

条の４第３項の規定に該当する場合における

第１８条の規定による控除については、その

者の選択により、同条中「同条第１項」とあ

るのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、

「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４

条の４第３項の規定により読み替えて適用さ

れる法第３１４条の２第１項（第２号に係る

部分に限る。）」として、同条の規定を適用

することができる。 

第４条 削除 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第１４条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定（以下この条において「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税に係る第６９条の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１４条 法附則第３０条第１項に規定する三

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（以下この条におい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税に係る第６９

条の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第２号ア

（イ） 

３，９００円 ４，６００円 

第２号ア

（ウ）a 

６，９００円 ８，２００円 

第６９条

第２号ア 

３，９００円 

 

４，６００円 

 ６，９００円 

 

８，２００円 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第２号ア

（ウ）b 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア

（エ）a 

３，８００円 ４，５００円 

第２号ア

（エ）b 

５，０００円 ６，０００円 

 

 １０，８００円 

 

１２，９００円 

 ３，８００円 

 

４，５００円 

 ５，０００円 

 

６，０００円 

 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第６９条

の規定の適用については、当該軽自動車が平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

規定する三輪以上の軽自動車に対する第６９

条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 
   

第２号ア

（イ） 

３，９００円 １，０００円 

第２号ア

（ウ）a 

６，９００円 １，８００円 

第２号ア

（ウ）b 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア

（エ）a 

３，８００円 １，０００円 

第２号ア

（エ）b 

５，０００円 １，３００円 

 

   

第６９条

第２号ア 

３，９００円 

 

１，０００円 

６，９００円 

 

１，８００円 

１０，８００円 

 

２，７００円 

３，８００円 

 

１，０００円 

 ５，０００円 

 

１，３００円 

 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

掲げる法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項にお

いて「ガソリン軽自動車」という。）のうち

３輪以上のものに対する第６９条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が平成

２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

規定する三輪以上の軽自動車（ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。）に対する第６９条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成２７年

４月１日から平成２８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

る。 

第２号ア

（イ） 

３，９００円 ２，０００円 

第２号ア

（ウ）a 

６，９００円 ３，５００円 

第２号ア

（ウ）b 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア

（エ）a 

３，８００円 １，９００円 

第２号ア

（エ）b 

５，０００円 ２，５００円 

 

第６９条

第２号ア 

３，９００円 

 

２，０００円 

６，９００円 

 

３，５００円 

１０，８００円 

 

５，４００円 

３，８００円 

 

１，９００円 

５，０００円 

 

２，５００円 

 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に

掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のも

の（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第６９条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が平成２８年４月１日

から平成２９年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、平成２９年度

分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に

規定する三輪以上の軽自動車（前項の規定の

適用を受けるものを除く。）に対する第６９

条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第２号ア

（イ） 

３，９００円 ３，０００円 

第２号ア

（ウ）a 

６，９００円 ５，２００円 

第２号ア

（ウ）b 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア

（エ）a 

３，８００円 ２，９００円 

第２号ア

（エ）b 

５，０００円 ３，８００円 

 

第６９条

第２号ア 

３，９００円 

 

３，０００円 

６，９００円 

 

５，２００円 

１０，８００円 

 

８，１００円 

３，８００円 

 

２，９００円 

５，０００円 

 

３，８００円 

 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第１６条の４ 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国居

住者等所得相互免除法」という。）第８条第

２項、第１２条第５項又は第１６条第２項に

規定する特例適用利子等については、第１６

条及び第１９条の規定にかかわらず、他の所

得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得

相互免除法第１２条第５項及び第１６条第２

項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用利子等の額（以下この項において

「特例適用利子等の額」という。）に対し、

特例適用利子等の額（次項第１号の規定によ

り読み替えられた第１８条の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に１００分

の３の税率を乗じて計算した金額に相当する

市民税の所得割を課する。 

 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

 

（１） 第１８条の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１６条の４第１項に規定す

る特例適用利子等の額」とする。 

 

（２） 第２１条から第２２条の２まで、第

２２条の３第１項並びに附則第５条第１

項、第５条の３第１項及び第５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２１条

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１６条の４第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２２条第１項

前段、第２２条の２、第２２条の３第１項

並びに附則第５条第１項、第５条の３第１

項及び第５条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

１６条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２２条第１項後段中「所
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第１６条の４第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

（３） 第２３条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１６条の４

第１項に規定する特例適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第７条第１０項（同法第１１条

第８項及び第１５条第１４項において準用

する場合を含む。）に規定する特定対象利

子に係る利子所得の金額、同法第７条第１

２項（同法第１１条第９項及び第１５条第

１５項において準用する場合を含む。）に

規定する特定対象収益分配に係る配当所得

の金額、同法第７条第１６項（同法第１１

条第１１項及び第１５条第１７項において

準用する場合を含む。）に規定する特定対

象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは

同法第７条第１８項（同法第１１条第１２

項及び第１５条第１８項において準用する

場合を含む。）に規定する特定対象給付補

塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 

 

（４） 附則第３条の３の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１６条

の４第１項に規定する特例適用利子等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１６条の

４第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外

国居住者等所得相互免除法第８条第４項、第

１２条第６項又は第１６条第３項に規定する

特例適用配当等（次項において「特例適用配
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

当等」という。）については、第１６条第３

項及び第４項の規定は適用しない。この場合

において、当該特例適用配当等については、

同条及び第１９条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、その前年中の外国居住者等所

得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所

得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用配当等の額（以下この項におい

て「特例適用配当等の額」という。）に対し、

特例適用配当等の額（第５項第１号の規定に

より読み替えられた第１８条の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）に１００

分の３の税率を乗じて計算した金額に相当す

る市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の第２５条第１項の規定による申告書

（その提出期限までに提出されたもの及びそ

の提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたものに限り、

その時までに提出された第２６条第１項に規

定する確定申告書を含む。）に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があると

き（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。）に限り、適用する。 

 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

 

（１） 第１８条の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１６条の４第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」とする。 

 

（２） 第２１条から第２２条の２まで、第

２２条の３第１項並びに附則第５条第１

項、第５条の３第１項及び第５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２１条

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

及び附則第１６条の４第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第２２条第

１項前段、第２２条の２、第２２条の３第

１項並びに附則第５条第１項、第５条の３

第１項及び第５条の３の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１６条の４第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第２２条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の４第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

（３） 第２３条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１６条の４

第３項後段に規定する特例適用配当等の

額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額若しくは外国

居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第７条第１４項（同法

第１１条第１０項及び第１５条第１６項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する

申告不要特定対象配当等に係る利子所得の

金額若しくは配当所得の金額」とする。 

 

（４） 附則第３条の３の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１６条

の４第３項後段に規定する特例適用配当等

の額」と、同条第２項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１６条

の４第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第１６条の５ 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

第１６条の４ 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等について

は、第１６条及び第１９条の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の同項に

規定する条約適用利子等の額（以下この項に

おいて「条約適用利子等の額」という。）に

対し、条約適用利子等の額（次項第１号の規

定により読み替えられた第１８条の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）に１

００分の５の税率から租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１項に規定する限度税率

（第３項において「限度税率」という。）を

控除して得た率に５分の３を乗じて得た率

（当該納税義務者が同条第３項の規定の適用

を受ける場合には、１００分の３の税率）を

乗じて計算した金額に相当する市民税の所得

割を課する。 

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等について

は、第１６条及び第１９条の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の同項に

規定する条約適用利子等の額（以下この項に

おいて「条約適用利子等の額」という。）に

対し、条約適用利子等の額（次項第１号の規

定により読み替えられた第１８条の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）に１

００分の５の税率から同法第３条の２の２第

１項に規定する限度税率（第３項において「限

度税率」という。）を控除して得た率に５分

の３を乗じて得た率（当該納税義務者が同条

第３項の規定の適用を受ける場合には、１０

０分の３の税率）を乗じて計算した金額に相

当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

（１） 第１８条の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１６条の５第１項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

（１） 第１８条の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１６条の４第１項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

（２） 第２１条から第２２条の２まで、第

２２条の３第１項並びに附則第５条第１

項、第５条の３第１項及び第５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２１条

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１６条の５第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２２条第１項

前段、第２２条の２、第２２条の３第１項

並びに附則第５条第１項、第５条の３第１

項及び第５条の３の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

１６条の５第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２２条第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

（２） 第２１条から第２２条の２まで、第

２２条の３第１項、附則第５条第１項、附

則第５条の３第１項及び附則第５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２１

条中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第２２条第１

項前段、第２２条の２、第２２条の３第１

項、附則第５条第１項、附則第５条の３第

１項及び附則第５条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１６条の４第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第２２条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

- 20 -



＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

則第１６条の５第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

及び附則第１６条の４第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３） 第２３条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１６条の５

第１項に規定する条約適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号）第３条の２第１６項に規定する

特定利子に係る利子所得の金額、同条第１

８項に規定する特定収益分配に係る配当所

得の金額、同条第２２項に規定する特定懸

賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条

第２４項に規定する特定給付補填金等に係

る雑所得等の金額」とする。 

（３） 第２３条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１６条の４

第１項に規定する条約適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは租税条約等実

施特例法第３条の２第１６項に規定する特

定利子に係る利子所得の金額、同条第１８

項に規定する特定収益分配に係る配当所得

の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞

金等に係る一時所得の金額若しくは同条第

２４項に規定する特定給付補てん金等に係

る雑所得等の金額」とする。 

（４） 附則第３条の３の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１６条

の５第１項に規定する条約適用利子等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１６条の

５第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

（４） 附則第３条の３の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１６条

の４第１項に規定する条約適用利子等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１６条の

４第１項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等（次項において「条

約適用配当等」という。）については、第１

６条第３項及び第４項の規定は適用しない。

この場合において、当該条約適用配当等につ

いては、同条及び第１９条の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、その前年中の租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額（以下この項にお

いて「条約適用配当等の額」という。）に対

し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規

定により読み替えられた第１８条の規定の適

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等（次項において「条

約適用配当等」という。）については、第１

６条第３項及び第４項の規定は適用しない。

この場合において、当該条約適用配当等につ

いては、第１６条及び第１９条の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、その前年中の同

法第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額（以下この項において「条約適

用配当等の額」という。）に対し、条約適用

配当等の額（第５項第１号の規定により読み

替えられた第１８条の規定の適用がある場合

- 21 -



＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

用がある場合には、その適用後の金額）に１

００分の５の税率から限度税率を控除して得

た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義

務者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第３項の規定の適用を受ける場合には、１０

０分の３の税率）を乗じて計算した金額に相

当する市民税の所得割を課する。 

には、その適用後の金額）に１００分の５の

税率から限度税率を控除して得た率に５分の

３を乗じて得た率（当該納税義務者が同法第

３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場

合には、１００分の３の税率）を乗じて計算

した金額に相当する市民税の所得割を課す

る。 

４ 略 ４ 略 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

（１） 第１８条の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１６条の５第３項後段に規

定する条約適用配当等の額」とする。 

（１） 第１８条の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１６条の４第３項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

（２） 第２１条から第２２条の２まで、第

２２条の３第１項並びに附則第５条第１

項、第５条の３第１項及び第５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２１条

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１６条の５第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第２２条第

１項前段、第２２条の２、第２２条の３第

１項並びに附則第５条第１項、第５条の３

第１項及び第５条の３の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１６条の５第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第２２条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の５第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

（２） 第２１条から第２２条の２まで、第

２２条の３第１項、附則第５条第１項、附

則第５条の３第１項及び附則第５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２１

条中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第２２条第１

項前段、第２２条の２、第２２条の３第１

項、附則第５条第１項、附則第５条の３第

１項及び附則第５条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１６条の４第３項の規定による市民

税の所得割の額」と、第２２条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第１６条の４第３項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」と、第２２

条の３第１項中「第１６条第４項」とある

のは「附則第１６条の４第４項」とする。 

（３） 第２３条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１６条の５

第３項後段に規定する条約適用配当等の

額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額若しくは租税

（３） 第２３条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１６条の４

第３項に規定する条約適用配当等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは租税条約等実
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号）第３条の２第２０項に

規定する申告不要特定配当等に係る利子所

得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

施特例法第３条の２第２０項に規定する申

告不要特定配当等に係る利子所得の金額又

は配当所得の金額」とする。 

（４） 附則第３条の３の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１６条

の５第３項後段に規定する条約適用配当等

の額」と、同条第２項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１６条

の５第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

（４） 附則第３条の３の規定の適用につい

ては、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第１６条

の４第３項に規定する条約適用配当等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１６条の

４第３項の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

項の規定の適用がある場合（第３項後段の規

定の適用がある場合を除く。）における第２

２条の３の規定の適用については、同条第１

項中「又は同条第６項」とあるのは「若しく

は附則第１６条の５第３項前段に規定する条

約適用配当等（以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の第２５条第１項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに提出され

たもの及びその時までに提出された第２６条

第１項の確定申告書を含む。）にこの項の規

定の適用を受けようとする旨及び当該条約適

用配当等に係る所得の明細に関する事項の記

載がある場合（これらの申告書にこれらの記

載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）であって、

当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算

の基礎となった条約適用配当等の額について

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１項の規

定及び法第２章第１節第５款の規定により配

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

項の規定の適用がある場合（第３項後段の規

定の適用がある場合を除く。）における第２

２条の３の規定の適用については、同条第１

項中「又は同条第６項」とあるのは「若しく

は附則第１６条の４第３項に規定する条約適

用配当等（以下「条約適用配当等」という。）

に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属

する年度分の第２５条第１項の規定による申

告書（その提出期限後において市民税の納税

通知書が送達される時までに提出されたもの

及びその時までに提出された第２６条第１項

の確定申告書を含む。）にこの項の規定の適

用を受けようとする旨及び当該条約適用配当

等に係る所得の明細に関する事項の記載があ

る場合（これらの申告書にこれらの記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。）であって、当該条

約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった条約適用配当等の額について租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第１項の規定及び

法第２章第１節第５款の規定により配当割額
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

当割額を課されたとき、又は第１６条第６項」

と、同条第３項中「法第３７条の４」とある

のは「租税条約等実施特例法第３条の２の２

第９項の規定により読み替えて適用される法

第３７条の４」とする。 

を課されたとき、又は第１６条第６項」と、

同条第３項中「法第３７条の４」とあるのは

「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９

項の規定により読み替えて適用される法第３

７条の４」とする。 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道

路運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税に係る町田市市

税条例第６９条及び附則第１４条の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる同条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道

路運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税に係る新条例第

６９条及び新条例附則第１４条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第６９条第２

号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

第６９条第２

号ア（ウ）a 

６，９００円 ５，５００円 

第６９条第２

号ア（ウ）b 

１０，８００

円 

７，２００円 

第６９条第２

号ア（エ）a 

３，８００円 ３，０００円 

第６９条第２

号ア（エ）b 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１４条

第１項 

第６９条 町田市市税条

例等の一部を

改正する条例

（平成２６年

１０月町田市

条例第２８

号。以下この

条において

「平成２６年

改正条例」と

いう。）附則第

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条 

附則第１４条

第１項の表第

第２号ア（イ） 平成２６年改

正条例附則第

新条例第６９

条第２号ア 

３，９００円 

 

３，１００円 

６，９００円 

 

５，５００円 

１０，８００

円 

７，２００円 

３，８００円 

 

３，０００円 

５，０００円 

 

４，０００円 

新条例附則第

１４条第１項

の表以外の部

分 

第６９条 町田市市税条

例等の一部を

改正する条例

（平成２６年

１０月町田市

条例第２８

号。以下この

条において

「平成２６年

改正条例」と

いう。）附則第

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条 

新条例附則第

１４条第１項

第６９条第２

号ア 

平成２６年改

正条例附則第
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

２号ア（イ）

の項 

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条第２

号ア（イ） 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１４条

第１項の表第

２号ア（ウ）a

の項 

第２号ア（ウ）

a 

平成２６年改

正条例附則第

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条第２

号ア（ウ）a 

６，９００円 ５，５００円 

附則第１４条

第１項の表第

２号ア（ウ）b

の項 

第２号ア（ウ）

b 

平成２６年改

正条例附則第

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条第２

号ア（ウ）b 

１０，８００

円 

７，２００円 

附則第１４条

第１項の表第

２号ア（エ）a

の項 

第２号ア（エ）

a 

平成２６年改

正条例附則第

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条第２

号ア（エ）a 

３，８００円 ３，０００円 

附則第１４条

第１項の表第

２号ア（エ）b

の項 

第２号ア（エ）

b 

平成２６年改

正条例附則第

６条の規定に

より読み替え

の表第６９条

第２号アの項 

６条の規定に

より読み替え

て適用される

第６９条第２

号ア 

３，９００円 ３，１００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

６，９００円 ５，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０，８００

円 

７，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

３，８００円 ３，０００円 
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＿部分は改正部分 

町田市市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

て適用される

第６９条第２

号ア（エ）b 

５，０００円 ４，０００円 
   

 

 

 

 

 

５，０００円 ４，０００円 
   

   

 

  

- 27 -



＿部分は改正部分 

町田市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 略 第４条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場

合においては、同項から前項までに規定する

もののほか、町田市市税条例第９条、第８４

条第４項及び第５項、第８６条の２並びに第

８７条の規定を適用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場

合においては、同項から前項までに規定する

もののほか、新条例第９条、第８４条第４項

及び第５項、第８６条の２並びに第８７条の

規定を適用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

略 略 略 

第９条第

３号 

第８４条第１項若

しくは第２項の申

告書、第１０２条

第１項又は第１２

０条第１項若しく

は第２項の申告書

でその提出期限 

 

 

 

 

 

平成２７年

改正条例附

則第４条第

６項の納期

限 

略 略 略 
 

略 略 略 

第９条第

３号 

第３８条第１項の

申告書（法第３２

１条の８第２２項

及び第２３項の申

告書を除く。）、第

８４条第１項若し

くは第２項の申告

書、第１０２条第

１項又は第１２０

条第１項若しくは

第２項の申告書で

その提出期限 

平成２７年

改正条例附

則第４条第

６項の納期

限 

略 略 略 
 

８～１４ 略 ８～１４ 略 
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